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給付型奨学金を非課税とすることについて

（現行の給付型奨学金の扱い）

○所得税法上「学資に充てるために給付される金品」が非課税とされていることから、給

付型奨学金として支給される金銭は非課税の扱いを受けているところ。

○所得税法上の「学盗金」には、学費や教材費のみならず修学のために追加的に必要とな

る費用（下宿費等） も含まれる。

（新制度の扱い）

○2020年度から実施される新制度において、給付型奨学金は授業料減免と一体となって

実施されるものであり、修学費、課外活動費、通学費、食費（自宅外生に限って自宅生分

を超える額を措置｡)、住居・光熱費（自宅外生に限る｡)、保健衛生費、通信費を含むその

他日常費、授業料以外の学校納付金（私立学校生に限る｡）及び受験料を計上し、措置す

ることとしている。

○これらの費用は、修学をするうえで追加的に必要となるものであり、所得税法上の「学

資金」に該当し、個別法（独立行政法人日本学生支援機構法）に非課税措置の規程を置か

なくとも、所得税法上非課税となるものである。

○国税局の文書回答事例（※）においても、入学金及び授業料の分に加えて下宿代や通学

費用、食費、教科書や医学書の購入費用などの費用として月額10万円を貸与する奨学金

について、学賃金として相当なものと判断されている。新制度の給付型奨学金の額は検討

中であるが、最大でも月額10万円は超えない見込みである。

（国税庁回答）

○貴見のとおり取り扱って差し支えない。
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